
WA規則第１４３条（TR5：シューズ）のルール再改正における、新人戦での適用について 

 

 新人戦は、移行期間中の大会であり、標記の規則を適用せず実施する。ただし、標記規則

における適用外シューズを使用する競技者は、招集の際に「適用外シューズ使用」を、申告

する。同時に、シューズを持参し、競技者係のチェックを受け出場する。記録は国内の公認

記録として認められる。ただし、申告及びチェックを怠り、競技に参加した選手がいる場合、

全員の記録はＷＡの記録としては無効とされる場合がある。 


